【様式１号】
定期販売業務参加申込書

令和　　年　　月　　日

兵庫県神戸農林振興事務所長　様

（申込者）住所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号
メールアドレス


　次の定期販売業務に参加したいので、下記の必要書類を添えて応募します。
　


１　業務名
　　令和８年度神戸産の兵庫県認証食品定期販売業務

２　添付書類
　　（添付した書類の一覧を記載）


【様式２号】

参加資格確認書

本公募要領に基づき、下記のとおり参加資格を有していることを確認します。

参加資格要件（該当する項目の□に✓を入れてください）
□ 法人その他の団体、又は法人等で構成されるグループである
□ 本事業を適切に遂行する能力を有している
□ 地方自治法施行令第167条の4※に該当しない
□ 会社更生法又は民事再生法に基づく手続開始の決定を受けていない
□ 兵庫県から指名停止処分を受けていない
□ 県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していない
□ その他、公募要領に定める失格事由に該当しない
※　第百六十七条の四普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者
２普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

上記のとおり相違ないことを誓約します。

令和　　年　　月　　日

（申込者）
団体名：
代表者名：　　　　　　　　　　　（自署）　　　　　　　　　　　　　


【様式３号】
団体概要説明書

令和　　年　　月　　日

兵庫県神戸農林振興事務所長　様

	団体名
	


	代表者職・氏名
	


	所在地
	本社（本拠）

	〒
住所
電話番号

	
	県内支社（支部）
（あれば記入）
	〒
住所
電話番号

	設立年月日
	
　　　　年　　　　月　　　　日


	構成員（役員）数
	
　　　　　　　　　　　人


	従業員数
	
　　　　　　　　　　　人


	主な事業内容
	




	事業の特色
（ＰＲ点など）
	








【様式４号】
暴力団関係者排除に係る誓約書

令和　　　年　　　月　　　日

兵庫県神戸農林振興事務所長　様

（申込者）
団体名
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　(自署)
電　話　（　　　　　）　　　　　－　　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　

暴力団排除条例（平成２２年兵庫県条例第３５号（以下「条例」という。））を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約します。

記

１　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から５年を経過している
２　法人等であって、その役員のうちに１に該当する者があるもの
３　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配する者
４　親会社等（経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者）が１から３のいずれかに該当する者
５　受託者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の委員及び公募事務に関与した
者並びにこれらの者と利害関係を有する者が所属する者
６　兵庫県又は他の自治体から指定管理者の指定の取消処分を受けた者
７　特定非営利活動促進法第42条の規定により改善命令を受けた者暴力団員又暴力団関係者に該当しない。
８　条例第２条第１項に規定する暴力団、又は第３号に規定する暴力団員に該当しないこと
９　暴力団排除条例施行規則（平成２３年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
10契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、前二項に該当する者をその受託者としないこと
11上記１、２及び３に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと


【様式５号】
質問票

令和　　年　　月　　日

１　団体名


２　担当者名


３　連絡先
電　話：
メール：

４　質問事項







５　質問の背景・理由（任意）







※質問事項は簡潔に記載してください。
